
 

1 

 

第 2 期横手市空家等対策計画【概要版】 

第１章 空家等対策計画の趣旨 

 

１ 背景 

 当市では、使用されていない建築物等が

年々増加してきている。適切な管理が行わ

れていない空家等は、地域住民の生活環境

に深刻な影響を及ぼしているものもあり、

早急な対策が求められている。 

国では、平成２７年５月に「空家等対策

の推進に関する特別措置法」（以下「法」と

いう。）を施行し、当市においては、平成２

８年６月に「横手市空家等の適切な管理に

関する条例」を制定した。併せて「横手市空

家等対策計画」（計画期間は、平成２８年度

から平成３２年度（令和２年度））を策定し

た。 

 このたび、空家等に関する対策について

の第２期計画を定めるものである。 

 

２ 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

 空家等対策計画の計画期間は、令和３年

度から令和７年度までの５年間とする。（必

要に応じて、随時、計画の見直しを行う。） 

 

４ 対象地区 

計画の対象地区は、横手市全域とする。

但し、政策によっては、区域を限定する。 

 

５ 対象とする空家等の種類 

当市で対象とする空家等の種類は、建築

物（住宅、共同住宅、店舗、作業場、工場等）

又はこれに付属する工作物（塀、門扉、カー

ポート、看板等）及びその敷地等（敷地及び

立木等の土地の定着物、建築物を解体した

後の跡地）とする。 
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第２章 空家等の現状と課題 

 

１ 横手市の空家等の現状 

  国で実施している住宅・土地統計調査、第

２期計画の策定にあわせて実施した令和２

年度横手市空き家実態調査、双方の調査結

果から当市における空き家数は年々増加し

ていることが明らかである。 

市内８地域別にみると、人口が集中して

いる横手地域が最も多く、次いで平鹿地域、

十文字地域となっており、市内空き家の過

半数を占めている。 

また、横手地域の内、横手駅を中心とし

た区域の空き家数が多い傾向にある。 

 

２ 空家等における課題 

当市の空家等に対する取り組みは、平成

２３年の冬の大雪による雪害を契機に老朽

危険空き家対策を中心に実施してきた。 

しかし、空き家の予防対策や利活用対策

等については、対策が十分ではない状況と

なっている。 

今後の当市の空家等において、法に基づ

く空家等対策実施のほか、空き家の予防対

策や利活用対策等を充実させていくことが

課題である。 

 

第３章 空家等対策における施策 

 

１ 第２期計画の策定の方向性 

地域住民や民間、ＮＰＯ、関係団体と行

政が連携して、空き家対策を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 空家等対策に係る基本方針 

 

３ 空家等の調査 

（１） 空家等調査の実施 

必要に応じ調査を行い、対策を講じ

る。また計画の策定・改定に際して実態

調査も実施する。 

（２）相続人不存在等の所有者不明の空家 

等への対応について 

所有者不明となった原因や事情等に

応じて、空家等に対し適切な措置をと

るものとする。 

  例：略式代執行、財産管理人の選任申

立て、緊急安全措置の実施等 

（３）空家等情報のデータベース化  

空家等のデータベースを整備し関係

部局で共有する。 

また、システムの導入などにより、デ

ータベース化する。 

４ 「予防」の推進 

（１）空家等予備軍の発掘 

   空家等予備軍の情報収集を行う。 

（２）空家等予備軍所有者等への意識涵養 

広報誌及びホームページなどにより

「管理」、「活用」、「相談」の情報を提供

し周知・啓発を図る。 

①所有者等に対する意識の啓発 

        （空家等の予防） 

②空家等の適正管理 

③空家等の利活用 
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５ 「適正管理」の推進 

空家等は、市の管理権限が及ばない所有

者個人の財産であり、第一義的には所有者

等が自らの責任において適正に行うことが

原則である。 

住民等からの空家等の管理等に係る相談

については、庁内部署や関連機関と共同し

対応し、「適正管理」の推進を図っていくこ

ととする。 

 

６ 「利活用」の推進 

所有者等の意向を踏まえ、空き家バンク

や各種補助金・税制上の優遇措置について

情報提供するとともに、自治会等の地域住

民や民間、関係機関等との連携による空家

等の利活用を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横手市空き家バンクのイメージ図 

 

空き家バンク活用推進事業 

空き家バンクに登録された物件等に関し

て、空き家の流通や空き家を活用した移住・

定住等を推進するため、市からの補助金交

付等の支援策を検討し、実施する。 

ⅰ 空家等の家財道具の片付け費用等の補

助  

補助率５０％ 上限額１０万円 

ⅱ 空家等の改修等の費用の補助  

【一般居住型】当市への移住・定住に資す

る空き家（住宅等）の改修等の費用 

補助率５０％ 上限額５０万円 

【子育て世帯・若者世帯型】 

当市への移住・定住や人口減少抑制に

資する空き家（住宅等）の改修等の費用 

補助率５０％ 上限額１００万円 

【店舗等活用型】 

少子高齢化や人口減少により衰退する

地域のコミュニティの維持・再生に資す

る空き家（住宅等）の店舗等への改修等

の費用 

補助率５０％ 上限額１５０万円 

 

７ 特定空家等対策 

特定空家等は、適切な管理が行われず地

域住民の生活環境に悪影響を及ぼしており、 

それらに対する勧告や命令、行政代執行等

の措置を適正に実施する。また、特定空家

等の認定や措置については、横手市空家等

対策協議会に諮問して意見を聞き、市長が

決定する。 

 

 

 

 

 

空家等解体補助事業 

 特定空家等及び特定空家等に認定されて

いない空家等で、老朽化や雪害等の各種災

害により被害が生じた空家等若しくは見込

まれる空家等の緊急的又は予防的な解体除

却について対象とする。                    

ⅰ【特定空家等解体補助事業】 

特定空家等に認定されている空家等を

対象とする。 
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〇主な条件 

世帯の主たる生計維持者（世帯で最も所

得が高い者）の前年度所得が４６０万円以

下であること。ただし、扶養親族ひとりに

つき３８万円を加算）。 

〇補助割合及び上限額 

補助割合：工事費用の３０％  

上限額：１５万円 

ⅱ【その他の空家等解体補助事業】 

特定空家等以外の空家等を対象とする。 

〇主な条件 

所得要件は、なし。 

〇補助割合及び上限額 

補助割合：工事費用の５０％  

上限額：５０万円 

 

跡地活用事業 

跡地を地域住民等が公共的用途に使用す

ることを条件に、空家等の建物及び土地の

所有者等から市が無償で寄附を受け、空家

等を解体除却するものである。 

 

８  空家等対策の実施体制 

市長は、行政指導等の是非を含めた対策

全般について、庁内関係部署、空家等対策

協議会、空家等対策委員会、庁外関係機関、

民間団体との連携及び協力のもと、随時、

協議・検証を行い、空家等対策を実施する。 

 

９ その他空家等の対策の実施に関し必要

な事項 

（１）数値目標及び達成状況の評価 

今期計画の終了年度（令和７年度）まで

の目標として、数値目標を定める。また、達

成状況の評価を計画期間が終了する年、又 

 

 

 

 

 

は目標を変更する場合に行う。 

 

① 数値目標  

ア その他の空き家数（住宅・土地統計調査） 

その他の 

空き家の数 

Ｈ２５ 

（前回値） 

Ｈ３０ 

（現状値） 

Ｒ５ 

（目標値） 

戸数（戸） ２，５２０ ２，８２０ ３，５００ 

以下 

イ 空き家バンク活用推進事業の利用数（令和５

年度から実施） 

年度 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ 

利用数（件） １７ １８ １９ 

 

（２）地域での空家等対策の検討と情報の

共有 

空家等対策において地域全体で対処方法

を検討・共有することは有効であるため、 

空家等対策についての情報に関し、必要に

応じ広く公開する。 

 

（３）他法令との連携 

空家等対策は、空家等特措法に限らず、

各法律の目的の範囲で、管理不全な空家等

について必要な措置等を講ずることが可能

である。空家等の情報について、庁内関係

部局で共有し、密に連携を図る。 

 

（４）計画の変更 

本計画は、地域情勢の変化、法令や国の

補助制度等の改正、目標の達成状況の評価

等必要に応じて随時変更する。変更する場

合は、横手市空家等対策協議会での協議、

パブリックコメント等を行い、広く意見を

求める。 

横手市市民福祉部 生活環境課 

〒013-8601秋田県横手市中央町８番２号 TEL：0182-35-4099 FAX：0182-33-7838 

URL https://www.city.yokote.lg.jp/・E-mail  kankyo@city.yokote.lg.jp 


